
1

２０１９年５月２３日

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 事務局

２０２０年度向け調整力公募に向けた課題整理について

第３９回調整力及び需給バランス評価等
に関する委員会 資料３



2２０２０年度向け調整力公募の検討スケジュール

※2021年度以降の調整力公募について検討
（需給調整市場に関する議論等と連携をとりながら検討）
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6調整力の公募調達の概要

 一般送配電事業者が調整力公募により確保する電源Ⅰと電源Ⅱのうち電源Ⅰについては必要量を明示して募集
し、一般送配電事業者の専用電源としてkW価格を支払い、契約を行うものである。

 電源Ⅰ：一般送配電事業者の専用電源として、常時確保する電源等

 電源Ⅱ：小売電気事業者の供給力等と一般送配電事業者の調整力の相乗りとなる電源等

出所）第23回制度設計専門会合（2017年10月26日） 資料４
http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/023_04_00.pdf

http://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/023_04_00.pdf


7２０２０年度向け調整力公募について

 一般送配電事業者が、調整力をより効率的に調達・運用するための需給調整市場については、２０２１年度の
開設に向けて検討が進められているところであり、開設以降、段階的に広域化が進められる予定である。

 需給調整市場の商品において、三次調整力②は２０２１年度からの広域調達・広域運用が予定されており、電
源Ⅰの中に含まれている部分がある三次調整力①（電源Ⅰ－ｂ相当）の広域調達開始予定時期は２０２２
年度と整理されている。

 上記スケジュールは運用上のリスクを極力回避することを考慮したものである。具体的には、調整力を広域調達した
後に広域需給調整システム（運用）のトラブル等が発生すると、他エリアで確保した調整力の運用ができなくなり、
エリアで必要となる調整力が不足するリスクがあることから、調整力の広域運用が安定的に行えることを確認した後、
広域調達をすることが望ましいと整理された。

 今回、公募調達する調整力が活用される２０２０年度は、需給調整市場開設前であり、一般送配電事業者は
調整力公募により、調整力をこれまでと同様にエリア内で確保する必要があると考えるが、どうか。



8（参考）年間公募にかかる契約の変更時期

出所）第８回需給調整市場検討小委員会（2019年1月24日） 資料５（赤枠等追記）
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html

今回の
公募対象年度

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html


9（参考）２０２０年度から２０２３年度の調整電源の確保について

出所）第２回需給調整市場検討小委員会（2018年3月30日） 資料６（下線追記）
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2017/2017_jukyuchousei_02_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2017/2017_jukyuchousei_02_haifu.html


10（参考）三次①および三次②の広域調達時期

出所）第６回需給調整市場検討小委員会（2018年10月9日） 資料３（下線追記）
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html


11（参考）需給調整市場における商品導入スケジュール

出所）第28回制度検討作業部会（2019年1月30日） 資料５（赤枠等追記）
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/028_05_00.pdf

今回の
公募対象年度

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/028_05_00.pdf
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一次調整力 二次調整力① 二次調整力② 三次調整力① 三次調整力②

英呼称
Frequency Containment

Reserve
(FCR)

Synchronized
Frequency Restoration

Reserve
(S-FRR)

Frequency Restoration
Reserve
(FRR)

Replacement
Reserve

(RR)

Replacement
Reserve-for FIT

(RR-FIT)

指令・制御
オフライン

（自端制御）
オンライン

（LFC信号）
オンライン

(EDC信号)
オンライン

(EDC信号)
オンライン

監視
オンライン

（一部オフラインも可※２）
オンライン オンライン オンライン 専用線：オンライン

簡易指令ｼｽﾃﾑ：ｵﾝﾗｲﾝ

回線 専用線※1

（監視がオフラインの場合は不要）
専用線※1 専用線※1 専用線※1 専用線 または

簡易指令システム

応動時間 10秒以内 5分以内 5分以内 15分以内※3 45分以内

継続時間 5分以上※3 30分以上 30分以上 商品ブロック時間(3時間) 商品ブロック時間(3時間)

並列要否 必須 必須 任意 任意 任意

指令間隔 －（自端制御） 0.5～数十秒※4 1～数分※4 1～数分※4 30分

監視間隔 1～数秒※2 1～5秒程度※4 1～5秒程度※4 1～5秒程度※4 1～30分※5

供出可能量
(入札量上限)

10秒以内に
出力変化可能な量
（機器性能上のGF幅
を上限）

5分以内に
出力変化可能な量
（機器性能上のLFC幅
を上限）

5分以内に
出力変化可能な量
（オンラインで調整可能
な幅を上限）

15分以内に
出力変化可能な量
（オンラインで調整可能
な幅を上限）

45分以内に
出力変化可能な量
（オンライン(簡易指令
システムも含む）で調整
可能な幅を上限）

最低入札量 5ＭＷ
（監視がオフラインの場合は1MW）

5MW※1,4 5MW※1,4 5MW※1,4 専用線：５MW
簡易指令システム：１ＭＷ

刻み幅（入札単位） 1kW 1kW 1kW 1kW 1kW

上げ下げ区分 上げ／下げ 上げ／下げ 上げ／下げ 上げ／下げ 上げ／下げ

（参考）需給調整市場における商品の要件

※1 簡易指令システムと中給システムの接続可否について、サイバーセキュリティの観点から国で検討中のため、これを踏まえて改めて検討。
※2 事後に数値データを提供する必要有り（データの取得方法、提供方法等については今後検討）。
※3 沖縄エリアはエリア固有事情を踏まえて個別に設定。
※4 中給システムと簡易指令システムの接続が可能となった場合においても、監視の通信プロトコルや監視間隔等については、別途検討が必要。
※5 30分を最大として、事業者が収集している周期と合わせることも許容。

出所）需給調整市場（三次調整力②）に関する意見募集 参考資料
https://www.occto.or.jp/iken/2019/190426_jukyuchousei_sanjichouseiryoku2
_iken.html

https://www.occto.or.jp/iken/2019/190426_jukyuchousei_sanjichouseiryoku2_iken.html


13必要供給予備力確保策としての電源Ⅰ必要量（１）

 電源ⅠはkW価値とΔkW価値を同時に調達するものであることから、電源Ⅰ必要量は「必要予備力確保の観点」
と「実需給断面で必要となる調整力の観点」から、これまでご議論いただいてきた。

 必要予備力確保の観点では、本年３月に取りまとめた供給計画では、連系線活用後の需給バランス評価におい
て、短・長期ともに適正予備率である８％※を確保できる見通しとなった。

※一般送配電事業者が確保した電源Ⅰを含めた予備率

 しかし、旧一般電気事業者が離脱需要の増加に応じて保有する供給力を減少させていく一方で、シェアを増やした
中小規模の小売電気事業者は調達先未定などにより自らが保有する供給力の割合が低い傾向は続いており、容
量市場による容量確保が開始される２０２４年度までに、電源の休廃止がさらに増加する可能性も否定できな
い。したがって、確実に供給力を確保していくことが重要であり、小売電気事業者の供給力が不足した際の供給力
確保（特別調達電源）の仕組みについて整理したところ。

 そのため、設備を維持するためのkW価値を電源Ⅰで負担していることを踏まえ、容量市場による容量確保が開始
されるまでは、一般送配電事業者が少なくとも「必要供給予備力の量」（＝偶発的需給変動対応の必要供給
予備力の量）を、エリア内で電源Ⅰとして確保する必要があるのではないか。

 なお、電源Ⅰの必要量は必要供給予備力の量を基準とし、実需給断面で必要となる上げ調整力のうち電源Ⅰと
して確保する量の方が必要供給予備力の量より大きい場合は、その量を電源Ⅰで確保する必要があるのではない
か。具体的な数値としては次回以降にお示しする。

 ただし、電源Ⅰで不足する分の調整力を電源Ⅱの余力に期待するだけではなく、確実に確保できるよう電源Ⅱ事
前予約の仕組みがあることを踏まえつつ、実需給断面で必要となる上げ調整力のうち電源Ⅰとして確保する量の検
討を行うことでどうか。



14必要供給予備力確保策としての電源Ⅰ必要量（２）

 容量市場開設後（２０２４年度以降）の必要供給力については、電力レジリエンス等に関する小委員会でご
議論いただき、厳気象対応分および稀頻度リスク対応分を考慮し、以下のとおり算定した。

 必要供給力＝平年H3需要×（100＋1［持続的需要変動対応］＋7［偶発的需給変動対応］
＋2［厳気象対応］＋1［稀頻度リスク対応］）％

 この必要供給力に相当するEUE（年間停電量の期待値）を、確率論的必要供給予備力算定方法により算定
し、新たな供給信頼度基準として管理していくことと整理した。

※EUEの算定は、必要供給力のうち、持続的需要変動対応分を除いて行う

 容量市場開設後は、全国市場で連系線制約を考慮した上で、安価な電源から約定処理を行い、各エリアの供給
信頼度基準（需要1kWあたりのEUE）を満たす電源を確保する方向で検討が進められている。

 容量市場においては、EUEを用いた全国での供給信頼度基準の評価に基づいて、広域機関が全国で必要な供
給力を一括して確保していくことになるものの、それまでは供給力の確保主体が発電・小売電気事業者と一般送配
電事業者に分かれており、当面※は一般送配電事業者が偶発的需給変動対応の必要供給予備力として各エリ
アのH3需要の7％を電源Ⅰとして確保する必要があるのではないか。

※容量市場開設前であっても、供給信頼度基準評価の検討状況にあわせて見直しを検討する

 なお、必要供給力のうち、厳気象対応分と稀頻度リスク対応分は発動回数に制約のある電源等でも対応可能と
考えられることから、電源Ⅰ´として確保することで良いのではないか（詳細は後述）。



15（参考）昨年度の電源Ⅰ必要量の基本的な考え方 ～供給予備力確保との関係～

出所）第30回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2018年７月4日） 資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2018/chousei_jukyu_30_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2018/chousei_jukyu_30_haifu.html


16（参考）２０１９年度供給計画の取りまとめ ～【長期】需給バランス評価～

出所）2019年度供給計画の取りまとめ－2018年度第３回評議員会資料（2019年3月25日）
https://www.occto.or.jp/kyoukei/torimatome/190329_kyokyukeikaku_torimatome.html

https://www.occto.or.jp/kyoukei/torimatome/190329_kyokyukeikaku_torimatome.html


17（参考）２０１９年度供給計画の取りまとめにおいて抽出された現状の課題

出所）2019年度供給計画取りまとめ－2018年度第３回評議員会資料（2019年3月25日）
https://www.occto.or.jp/kyoukei/torimatome/190329_kyokyukeikaku_torimatome.html

https://www.occto.or.jp/kyoukei/torimatome/190329_kyokyukeikaku_torimatome.html


18（参考）２０１９年度供給計画の取りまとめにおいて抽出された現状の課題

出所）2019年度供給計画取りまとめ－2018年度第３回評議員会資料（2019年3月25日）
https://www.occto.or.jp/kyoukei/torimatome/190329_kyokyukeikaku_torimatome.html

https://www.occto.or.jp/kyoukei/torimatome/190329_kyokyukeikaku_torimatome.html


19（参考）特別調達電源の必要性

出所）第38回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2019年4月19日） 資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2019/chousei_jukyu_38_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2019/chousei_jukyu_38_haifu.html


20（参考）特別調達電源の必要量の考え方

出所）第38回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2019年4月19日） 資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2019/chousei_jukyu_38_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2019/chousei_jukyu_38_haifu.html


21（参考）厳気象対応および稀頻度リスクを踏まえた必要供給力

出所）第５回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月27日） 資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_05_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_05_shiryou.html


22（参考）EUEによる供給信頼度基準の管理イメージ

出所）第３回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年2月22日） 資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_03_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_03_shiryou.html


23（参考）容量市場の概要

出所）電力広域的運営推進機関 容量市場概要説明会資料（３月公表資料）
https://www.occto.or.jp/kaiin/oshirase/190312_youryou_setumeikai_toujitushiryou.html

https://www.occto.or.jp/kaiin/oshirase/190312_youryou_setumeikai_toujitushiryou.html


24（参考）容量市場のオークションの仕組み

出所）電力広域的運営推進機関 容量市場概要説明会資料（３月公表資料）
https://www.occto.or.jp/kaiin/oshirase/190312_youryou_setumeikai_toujitushiryou.html

https://www.occto.or.jp/kaiin/oshirase/190312_youryou_setumeikai_toujitushiryou.html
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26現状の電源Ⅰ´の確保目的

 電源Ⅰ´は、実効性のある供給力確保の措置が講じられるまでの暫定的措置として、10年に1回程度の猛暑や
厳寒の最大需要（厳気象H1需要）において、電源トラブルが発生していないにもかかわらず供給力が不足し、国
からの特別な要請に基づく節電に期待する（場合によっては計画停電に至る）といった状況に陥らないようにするた
めの供給力として、一般送配電事業者が調整力の調達を通じて確保しているものである。

出所）２０１９年度向け調整力の公募にかかる必要量等の考え方について（2018年9月12日）
https://www.occto.or.jp/houkokusho/2018/180808_2019chouseiryokukoubo.html

https://www.occto.or.jp/houkokusho/2018/180808_2019chouseiryokukoubo.html


27気象影響に関する供給信頼度評価

 猛暑や厳寒といった厳しい気象条件においては高需要になることが見込まれることから、過去に生じた厳しい気象条
件における需要を想定し、これに対して必要な予備率が確保できるか評価している。

 この厳しい気象条件における需要として想定したものが「厳気象H1需要」であり、厳気象H1需要に対して予備率
3％確保することとしている。

 現在は、エリアごとに、確率論で評価した「平年H3需要での予備率８％」と確定論で評価した「厳気象H1需要で
の予備率３％」のいずれか大きい方を、安定供給確保の基準として満たすべきとしている。

 「厳気象H1需要での予備率３％」の方が大きい場合は、厳気象対応分として、一般送配電事業者が調整力の
調達を通じて電源Ⅰ´を確保※している。

※これまでの調整力公募において、電源Ⅰ´を募集したのは東北、東京、中部、関西、九州の５エリア

平年
H3
需要

厳気象
H1
需要

平年
H3
需要

厳気象
H1
需要

予備率
８％

予備率
８％

予備率
３％

［供給力］［確定論］［確率論］ ［供給力］［確定論］［確率論］

予備率
３％

電源Ⅰ´

［厳気象H1需要に対する予備率３％の方が大きい場合］ ［平年H3需要に対する予備率８％の方が大きい場合］

出所）第４回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月5日） 資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resi
lience_04_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html


28

（余 白）
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30容量市場開設後の厳気象対応に必要な供給力

 電力レジリエンス等に関する小委員会において、容量市場開設後の厳気象対応に必要な供給力については、容
量市場が全国市場であることから、エリアごとに必要となる供給力を評価するのではなく、全国（９エリア）で必要と
なる供給力を評価した。

 また、需給検証における需給バランス評価方法と同様に、「エリア間の最大需要発生の不等時性（不等時性によ
る需要減少率を考慮）」ならびに「供給力評価時における火力発電の計画外停止率」を考慮して評価した。



31（参考）容量市場開設後の厳気象対応に必要な供給力

出所）第４回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月5日） 資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html


32冬季と夏季の厳気象対応に必要な供給力

 これまでは厳気象H1需要が最大となる月を対象に電源Ⅰ´の必要量を算定することとしてきたが、小売電気事業
者が確保する供給力が、電源の補修等によって各月の平年H3需要に応じて減少する場合には、厳気象H1需要
が最大ではない月であっても、厳気象H1需要と平年H3需要のかい離が大きくなるほど需給が厳しくなる恐れがある。

 そのため、電力レジリエンス等に関する小委員会において、冬季と夏季における厳気象H1需要と平年H3需要のか
い離に差異がある中で、どの程度の量、厳気象に対応するための供給力を確保するのが望ましいか、ご議論いただ
いた。

【第２回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年1月22日） 議事録抜粋】

『夏季に対応できるなら冬季にも対応できるだろうという前提が本当に大丈夫かどうか不安なので検討するということなのではないか。
そして、元々平年H3需要だけで需給バランスを評価していたのを、厳気象H1需要でも評価することにしたのと同じように、冬季も考えてみ
るが、今まで想定していたとおり夏季が問題ないなら冬季も問題ないという結論になり、それでも大丈夫だったとしたら調達量は増えないこ
とになるし、それで大丈夫ではないということになれば、冬季も考えるようにした方が良いと整理されることになる。冬季に関する今までの考
え方を根本的に変えるというよりは、最も厳しい状況とは何かという認識が変わってきたというだけのことであると思っている。』（松村委
員）

『夏季以外の厳気象対応について、これを検討することは大切だと考えるが、同じページに図示されているとおり、夏季以外の調達量を
徒に増やすことになるのは国民負担の観点からどうかという面から一点。図に電源Ⅰ´の必要量を書いていただいているが、補修調整等に
よっても量は変わる。たとえば、広域機関において補修調整等の運用面のプロセスの整理等も含めて検討していただくことが、国民負担の
最適性という観点から必要だと思う。』（白銀オブザーバー）



33(参考）現状の電源Ⅰ´必要量の考え方

出所）第２回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年1月22日） 資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_02_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_02_shiryou.html


34（参考）厳気象に対応するための供給力確保における課題

出所）第２回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年1月22日） 資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_02_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_02_shiryou.html


35容量市場開設後の夏季・冬季を考慮した厳気象対応に必要な供給力

 電力レジリエンス等に関する小委員会において、容量市場開設後の厳気象対応に必要な供給力については、冬
季の供給力を実態に見合った評価ができるように、夏季の供給力に対して、計画停止していなくても電源の特徴に
より生じる以下のような供給力の差を考慮して検討を行った。

 再エネ（太陽光発電、風力発電、一般水力）は気象条件により、供給力として見込める量は月ごとに異な
り、夏季と冬季で差が生じる

 火力発電のうちガスタービン発電設備は、空気圧縮機を経て燃焼器に取り込む空気量が大気温度により変
化するため、冬季の方が発電し得る出力が大きくなり、設備量が同じであっても供給力として見込める量が異
なる

 夏季の厳気象対応に必要な供給力をベースとして、これに対して上記の差分を考慮して冬季の供給力を想定した
場合、補修等に伴う計画停止の調整を適切に行うことができれば、冬季の厳気象需要に対しても予備率３％以
上を確保できる見込みであることを示した。

 この結果を踏まえ、社会コスト最小を目指す観点から、補修等に伴う計画停止の調整を適切に行うことを前提とし
て、厳気象対応の調達量を、夏季の猛暑対応分とすることとした。



36（参考）容量市場開設後の冬季の厳気象対応に必要な供給力

出所）第４回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月5日） 資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html


37（参考）容量市場開設後の厳気象対応に必要な供給力の精査

出所）第５回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月27日） 資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_05_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_05_shiryou.html


38

（余 白）
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40電源Ⅰ´必要量考え方の見直し

 容量市場開設前においても、必要とする供給力の考え方は基本的に同じであることから、以下の点を考慮するよう、
電源Ⅰ´必要量の考え方の見直しを検討していくことでどうか。

 エリア間の最大需要発生の不等時性（不等時性による需要減少率を考慮）

 供給力評価時における火力発電の計画外停止率

 夏季と冬季の計画停止の差

 夏季と冬季の再エネ（太陽光発電、風力発電、一般水力）およびガスタービン発電設備の供給力の差

 なお、容量市場開設後は、現行の電源Ⅰ´に含まれる発動回数に制約のあるDR等は容量市場の中で他の供給
力とあわせて調達されることになり、容量市場において発動回数に制約のある電源のリクワイアメントに基づき活用さ
れることになる。

 一方で、容量市場開設までは、電源Ⅰ´は一般送配電事業者がエリアごとに調達するため、容量市場開設前後
では調達方法が異なるとともに、活用のされ方も異なることから、必要となる量も必ずしも同じになるとは限らないと
考えられる。そのため、このような差異を踏まえつつ検討を進めることとしたい。

【第４回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月5日）議事録抜粋】

『おそらく足元についても今後、計画外停止率や不等時性を踏まえた需給検証がなされるということであるが、足元はエリアごとに公募をし
ていることを考えると、不等率という概念がうまく馴染まないような気がする。この中で、容量市場の開設前と開設後で、運用において
不整合が起きてはならないと思っている。不整合というのは、結果的に各エリアが公募した結果、合成すると今より調達量が増えてしまう
ことであり、そのようになってはいけないと思っている。』（白銀オブザーバー）



41（参考）容量市場開設後における発動回数制約電源の取扱い

出所）第10回需給調整市場検討小委員会（2019年3月28日） 資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html


42（参考）容量市場開設後における発動回数制約電源の取扱い

出所）第10回需給調整市場検討小委員会（2019年3月28日） 資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html


43厳気象対応に必要な供給力の算定方法（厳気象条件更新時の扱い）

 電力レジリエンス等に関する小委員会において、容量市場開設後の厳気象条件更新時の対応について、以下のと
おりEUE算定により評価することとした。

 容量市場の初回オークションにおいては、最新の気象条件に基づき必要供給力を設定し、「需要1kWあたり
のEUE」を算定する。初回オークション以降に厳気象更新となるエリアがあった場合、その気象条件はその後の
EUEを算定する諸元に反映されるため、更新された厳気象条件が反映された諸元でEUEを算定することで、
供給信頼度基準の維持可否を判定する。

 仮に、算定したEUEが供給信頼度として定めた値以下に収まらない場合は、供給信頼度基準を満足するよ
うに、次回容量市場における目標調達量に反映させるとともに、足元では追加オークションや特別オークション
の実施を判断することになる。

 ２０２０年度に行われる容量市場の初回オークションにおいては、最新の気象条件に基づき必要供給力を設定
することとしているものの、メインオークションは２０２０年７月に開催し、その需要曲線の設定を２０２０年４月
～５月に行うスケジュールであることから、それまでの間は、電源Ⅰ´必要量検討にあたっては、これまでどおり最新
の厳気象条件を反映した厳気象H1需要を用いることとしてはどうか。

 今回の電源Ⅰ´必要量の算定以降に厳気象更新があり、厳気象H1需要を用いて計算される電源Ⅰ´必要量が
増加する場合の次年度以降の公募量への反映方法については、電力需給検証等の方法も含め、引き続き検討
していくこととしてはどうか。



44（参考）電力レジリエンス等に関する小委員会における主な議論

【第４回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月5日）議事録抜粋】

『今までであればEUEを使っていないため、隔年で大きな需要実績が出た場合にはとにかく必要供給力は増えるだけだったが、それがなくな
る。需要が下がる年があったら、今までだと全く考慮されなかったが、EUEを使うことで、少し下がった需要で必要供給力が評価されるという
ことである。つまり、今までだとずっと必要供給力が同じだったものが、多少緩和されるというか、おそらく常識的に修正をされるということであ
る。』（事務局）

『今回の提案を承認するということは、過去10年間で1番の厳気象と同等の事態が発生しても大丈夫なように備えていると、これからは説
明してはいけなくなるということだと思っている。これからは、従前と同じくらいの停電確率、このような基準で同じくらいの信頼度を維持してい
る、という言い方でないといけないのではないか。今回の提案は、過去10年間で1番厳しかった気象が今年もう1度起こったとしても大丈夫
だという説明を今後はやめることとセットだと思っている。説明で対応できるようなことではなく、大きな方針の転換だと思っている。』（松村
委員）

【第５回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月27日）議事録抜粋】

『基本的な今回の確率論的なEUEで、厳気象や稀頻度で起きることについての扱いを整理していただいたと思っている。それによって、これ
からチャンピオンデータが出たらどのように目標に影響を与えるかということを定量的に43ページに示していただいた。これを見ると、実際に、
確率論として、統計データとして高いものが出てきたというものが適切に反映されていくのではないかと思っているので、今回の考え方は合理
的ではないかと思う。
最後にもう１点申し上げさせていただきたいのは、こういった形で必要供給力を算定していただき、これを容量市場で調達していくことになる
と思うが、これとセットで動いていく需給検証のやり方について、基本的には容量市場の調達の考え方と需給検証の考え方を、１つ同じ物
差しで見ていただきたいと思っている。需給検証では43ページに書いたような結果にはならず、やはりもっと必要ではないかとなると、何を
やっているか結局分からなくなるので、全体として今申し上げたようなサイクルが回るように、今回の算定と整合した検証になるようにお願い
したい。』（岡本オブザーバー）



45（参考）容量市場の目標調達量において想定する厳気象条件更新時の扱い

出所）第４回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月5日） 資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html


46（参考）EUE算定諸元への厳気象条件更新の反映イメージ

出所）第４回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月5日） 資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html


47（参考）容量市場開設後の厳気象条件更新時の目標調達量の見直しについて

出所）第５回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月27日） 資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_05_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_05_shiryou.html


48（参考）容量市場のメインオークション開催時期について

出所）第19回容量市場の在り方等に関する検討会（2019年4月23日） 資料４
http://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2019/youryou_kentoukai_haihu19.html

http://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2019/youryou_kentoukai_haihu19.html
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50電源Ⅰ´必要量のおける稀頻度リスク対応分の考慮

 容量市場開設後の厳気象対応に必要な供給力の検討や需給検証に用いた火力発電の計画外停止率2.6％
は2014～2016年度の8,760時間の計画外停止実績から算定した平均的な値※である。厳気象時に、こうした
平均的な計画外停止以上の供給力低下が起こるリスクに備えたるための供給力（稀頻度リスク対応分）として
H3需要の1％を確保することが、第６回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年４月26日）において
整理された。

※「第25回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2018年3月5日） 資料４参考資料」参照

 また、容量市場開設前の供給力確保策として、特別調達電源の仕組みに加え、稀頻度リスク対応分を電源Ⅰ´
公募にて調達することにより、「容量市場早期開設」を実施せず、安定供給を維持することが整理された。

 そのため、電源Ⅰ´必要量は稀頻度リスク分としてH3需要の1％を織り込んで算定することとする。

※必要供給力の費用負担については、引き続き、国の審議会にて議論いただくこととした。



51（参考）容量市場開設前の供給力確保について

出所）第６回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年4月26日） 資料２－１（赤線追記）
http://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_06_shiryou.html

http://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_06_shiryou.html


52（参考）稀頻度リスク対応として必要な供給力の算定

出所）第４回電力レジリエンス等に関する小委員会（2019年3月5日） 資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/kouikikeitouseibi/resilience/2018/resilience_04_shiryou.html
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54電源Ⅰ´の確保目的の見直し

 電源Ⅰ´確保目的について、必要供給力の考え方を反映して見直すと、以下のようになるのではないか。

 この案をもとに検討を進め、今後のご議論の内容を踏まえて、確保目的および電源Ⅰ´必要量の考え方について整
理していくこととしたいが、どうか。

【電源Ⅰ´の確保目的の見直し案】 下線部分が主な見直し箇所

 容量市場が開設されるまでの供給力確保策として、過去10年の中で最も猛暑・厳寒であった年度並みの気象を
前提とした需要（厳気象H1需要）において、平均的な電源トラブルやそれを一定程度上回る供給力低下のリス
クが発生しても、国からの特別な要請に基づく節電に期待する（場合によっては計画停電に至る）といった状況に
陥らないようにするための供給力等として、原則、一般送配電事業者による調整力の調達を通じて確保する。

 猛暑時や厳寒時の需要に対する供給力等の不足は１年間の限られた時間に発生すると考えられ、また、天気予
報や当日の需要動向によりある程度の予見が可能であると考えられることから、電源Ⅰ´は電源に限らずネガワット
等の需要抑制の中でも発動時間が数時間であるものや回数制限があるものも含む手段として、公募のうえ確保す
る。
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56電源Ⅰ´の活用

 これまで述べてきたように電源Ⅰ´はアデカシーの観点から確保しているものではあるが、要件として発動回数や継続
時間の制約が設けられている一方で、指令から３時間以内に発動可能であることを求めており、バランス停止した
発電機の起動が間に合わないようなタイミングでも発動できるといった特徴がある。

 必要量は猛暑や厳寒といった状況に対応できるように評価するものの、発動をそのような状況に限定しているもので
はなく、天候急変などにより大きな変動が生じた場合の需要予測誤差や再エネ予測誤差に対応するために活用で
きるものである。

 第36回の本委員会（2019年2月19日）における中部エリアの需給ひっ迫時の需給状況の分析の中においても、
３時間程度前に発動を判断できる需給状況に対しては、電源Ⅱ運用の補完的な対応として、電源Ⅰ´のDRなど
を活用することも考えられるのではないかと整理した。

 これまで猛暑・厳寒時に活用することを主目的として、調整力の調達期間を限定して、夏季のみ、あるいは夏季・
冬季のみ活用する契約としていた電源Ⅰ´について、調達の際に年間を通じて可能な限り発動に応じるように求め
ていくことでどうか。

【第３６回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2019年2月19日）議事録抜粋】

『出来る限り年間で対応できる、春や秋でも有り得るのは、確かにその通りで、予想外れや太陽光発電の出力予測外れに対して電源
Ⅰ´で対応できることはあると思う。出来得る限りと記載してあるので大丈夫だとは思うが、供給力として見込む形にして年間いつでも
発動できる形とするのが良いのか、あるいは夏と冬に限定し、春や秋に発動する場合には、例えばkWh価格で割増して回数の枠外で発
動できるような契約を予め締結しておく等、様々な方法があると思うので、1つに決め打ちせずに、どのような方法が、一番コストが低く、
かつ供給安定に資するのかを考えていく必要があると思う。』（松村委員）



57（参考）電源Ⅰ´のＤＲの活用

出所）第36回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2019年2月19日） 資料２－１
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2018/chousei_jukyu_36_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2018/chousei_jukyu_36_haifu.html
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60電源Ⅰ´の募集対象地域に係るこれまでの検討状況（１）

 調整力の募集対象地域については、「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方（2016年10
月17日 経済産業省）」において、各一般送配電事業者の供給区域に限定せず、供給区域外も含めて広く募
集することが望ましいとされた。

・・・・・・

４．公募調達実施時

・・・・・・

（８）募集対象地域

「公募調整力についても広域メリットオーダーが行われることで、調整力の調達をより一層コスト効率的なものとな
る可能性がある。このため、募集対象地域については、各一般送配電事業者の供給区域に限定せず、供給区
域外も含めて広く募集することが望ましいと考えられるが、調整力についても広域メリットオーダーを可能とするた
めには、地域間連系線の利用ルールの見直し等の対応が必要となる。このため、まずは、募集対象地域は各一
般送配電事業者の供給区域とするものの、資源エネルギー庁、広域機関及び委員会において、早急に地域間
連系線の利用ルールの見直し等を行い、その結果を踏まえて供給区域外も含めて募集対象地域が設定される
ことが望ましいと考えられる。」

「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方（2016年10月17日 経済産業省）」抜粋



61（参考）一般送配電事業者に必要となる調整力の公募による確保の在り方について

第6回制度設計専門会合（2016年4月26日）資料7 （下線追記）
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/006_07_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/006_07_00.pdf


62（参考）一般送配電事業者に必要となる調整力の公募による確保の在り方について

第7回制度設計専門会合（2016年5月25日）資料4 （下線追記）
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/007_04_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/007_04_00.pdf


63電源Ⅰ´の募集対象地域に係るこれまでの検討状況（２）

 「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」を踏まえ、第11回調整力及び需給バランス評価等
に関する委員会（2016年11月24日）において、「通常考慮すべきリスクへの対応のためにエリアが確保する調整
力のエリア外調達のためのマージン」の区分（A0、B0）を追加することとした。

 なお、エリア外から調整力を調達する場合、エリア外の調整力を調達したエリアが運用できる必要があることから、こ
れまではエリア内調達のみとしてきた。

出所）第24回調整力及び需給バランス評価等に
関する委員会（2018年1月23日） 資料１－２
（赤枠追記）
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryo
ku/2017/chousei_jukyu_24_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2017/chousei_jukyu_24_haifu.html
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65電源Ⅰ´の募集対象地域に係るこれまでの検討状況（３）

 2016年度の（初めて実施した）調整力公募の結果において、調整力価格についてエリア間に大きな価格差が
あったことで、調整力の広域調達の必要性が認識された。そして、需給調整市場の開設に向けて、資源エネルギー
庁・電力広域的運営推進機関・電力ガス取引監視等委員会において、一体的に検討を進めることとした。

 また、2017年度の調整力公募の結果において、調整力価格の地域間の格差が残っていたことから、広域調達の
検討のスピードを上げていくことが求められた。

 なお、2018年度の調整力公募の結果においても、調整力価格の地域間格差が残っていることが確認されている。

第11回制度検討作業部会（2017年
9月19日）資料４
https://www.meti.go.jp/shingik
ai/enecho/denryoku_gas/denry
oku_gas/seido_kento/pdf/011_
04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/011_04_00.pdf


66（参考）電源Ⅰ´公募結果

出所）一般送配電事業者による２０１９年度向け調整力の公募調達等の結果について（2019年3月27日）（赤枠追記）
https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/201903270001a.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/info/public/pdf/201903270001a.pdf


67（参考）調整力公募結果を踏まえた議論状況

第16回制度設計専門会合（2017年3月31日）資料８ （下線追記）
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/016_08_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/016_08_00.pdf


68（参考）調整力公募結果を踏まえた議論状況

第16回制度設計専門会合（2017年3月31日）議事録抜粋

コストという観点からみると、今回の公募調達では、地域間で物すごい限界費用が違うということが明らかになったという
ことだと思います。そうだとすると、連系線の容量というのを考えて、上げしろと下げしろというのでは対応の仕方が大分変
わってくるだろうということを考えれば、そういうことも細かく分けて、スペックとかを考えていく、調達を考えていくということは、
この結果をみれば当然にやるべきことなのですが、当然やるべきことをもし広域機関が怠ったとすれば、この委員会からも
強く促すということは今後必要になってくるかと思います。

まず、調整力の公募結果ですが、前年度のところで非常に大きな価格差――限界という意味でも、平均という意味で
も、大きな価格差がエリアごとにあったことで、広域調達の必要性をみなが改めて認識した。
（中略）
一方で、それでもなお強烈に地域間の格差が残っているということは、広域調達が非常に重要、特に高いところは、域
外から買ってくることで、エリアの需要家の利益にもなるはずだし、日本全体の利益にもなるはず。検討のスピードを上げ
ていかなければならないことを認識させられる結果だったと思います。

第26回制度設計専門会合（2018年1月30日）議事録抜粋

本来別の委員会で言うべきことだが、九州電力の電源Ⅰ´がどうして広域調達できないのか、いまだによくわかっていな
い。Ⅰ´の調達はすべからくどのエリアでも自明にできると主張するつもりはないが、関門連系線の潮流から考えて、電源
Ⅰ´であれば中国地方で調達して何の障害があるのかよくわからない。これだけ価格が下がったことを考えると、これを言
わなければならない必要性が下がっている可能性はあるが、しかし依然として大きな値差があることを私たちは認識して
おかなければならない。

第28回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2018年5月16日）議事録抜粋



69電源Ⅰ´の募集対象地域に係るこれまでの検討状況（４）

 一般送配電事業者と広域機関が連携して、需給調整市場の開設を待つことなく、前倒しで需給調整コストを低
減させる取り組みとして、「調整力の広域的運用」を今年度4月から実施しているところ。

第30回制度設計専門会合（2018年5月29日）資料7-1
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/030_07_01.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/030_07_01.pdf


70（参考）一般送配電事業者による調整力の広域的運用

第37回制度設計専門会合（2019年4月25日）参考資料1
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/037_06_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/037_06_00.pdf


71電源Ⅰ´のエリア外調達について

 電源Ⅰ´については、３０分コマ内での細かい出力調整を求めるものではなく、GCより一定時間前に発動指令を
行うものであり、今年度4月から実施している「調整力の広域的運用」のように、一般送配電事業者と広域機関が
連携して運用することにより、エリア外で調達しても運用可能※なことが考えられる。

 上記を踏まえ、2020年度向け調整力公募に向けて、電源Ⅰ´のエリア外調達に関して検討を進めていくこととし
てはどうか。なお、エリア外調達とは、電源Ⅰ´の必要量はエリアごとに算定し、その必要量を満たすための電源Ⅰ´
を自エリア＋他エリアから募集することである。

 電源Ⅰ´はアデカシーの観点から確保するものであり、確保した一般送配電事業者が発動することが必要と判断し
た需給状況において、発動した調整力を確実に受電し、当該エリアの需給状況を改善することが必要であるため、
エリア外調達した場合には地域間連系線の容量確保は必須となる。

 したがって、電源Ⅰ´のエリア外調達をする場合、地域間連系線に「調整力のエリア外調達のためのマージン」を設
定する必要があり、その分だけ空容量が減少することから、卸電力市場に影響を与え、経済損失が発生する場合
もあり得るため、その在り方について検討を行う必要がある。

 電源Ⅰ´のエリア外調達に伴う地域間連系線容量確保において、卸電力市場との関係の中で、対象とする連系
線やその容量の考え方については、国でも議論いただきたい。

※具体的な公募方法、システム対応等については引き続き一般送配電事業者と広域機関にて連携して検討
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73（参考）２０１８年度の地域間連系線の最小空容量実績

188.2
2.3

25.0

74.8

25.6
232.3

69.4
100.8

●２０１８年度 夏季（7月～９月）・冬季（12月～２月）の平日（９時～20時）おける最小空容量
［単位：万kW］

北海道
エリア

東北
エリア

東京
エリア

北陸
エリア

中部
エリア

関西
エリア

中国
エリア

四国
エリア

九州
エリア

※最小空容量が１万kW以上だった地域間連系線・方向のみ記載
※広域機関「系統情報サービス」のデータ



74（参考）２０１８年度の地域間連系線の最小空容量実績

連系線 方向 ４月 ５月 ６月 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

北海道本州間
連系設備

北海道⇒東北 45.4 29.2 42.4 0.0 0.0 0.0 35.0 30.0 53.6 53.6 52.7 42.6

東北⇒北海道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東北東京間
連系線

東北⇒東京 0.0 18.2 0.0 5.2 0.0 0.7 61.4 101.3 24.0 94.9 2.0 0.0

東京⇒東北 208.5 207.8 220.4 228.9 269.7 194.5 166.3 172.5 188.2 238.4 281.3 183.5

東京中部間
連系設備

東京⇒中部 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 56.4 20.0 109.3 59.9

中部⇒東京 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中部関西間
連系設備

中部⇒関西 0.0 0.0 10.4 2.3 14.6 119.8 82.2 113.1 87.7 115.4 90.6 67.7

関西⇒中部 145.2 134.6 80.0 50.9 60.6 41.9 22.1 26.6 44.9 52.6 25.0 16.7

中部北陸間
連系線

中部⇒北陸 0.0 0.0 10.9 11.2 21.9 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

北陸⇒中部 30.0 16.1 15.8 34.4 30.0 0.0 30.0 30.0 30.0 20.0 30.0 30.0

北陸関西間
連系線

北陸⇒関西 48.7 38.9 86.9 106.2 74.8 88.7 102.8 194.0 193.8 158.3 202.4 128.1

関西⇒北陸 30.0 25.1 27.6 54.6 51.8 82.1 30.9 29.0 58.4 37.9 25.6 65.5

関西中国間
連系設備

関西⇒中国 146.7 194.4 193.9 250.6 232.3 239.5 375.8 367.6 274.9 319.8 258.2 250.0

中国⇒関西 184.1 158.7 59.2 92.5 135.7 69.4 0.0 30.0 98.1 128.6 70.9 6.2

関西四国間
連系線

関西⇒四国 14.0 26.2 57.1 44.7 110.7 0.0 40.6 110.6 110.6 110.6 110.6 27.2

四国⇒関西 3.9 73.9 3.9 3.9 7.8 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 1.7

中国四国間
連系線

中国⇒四国 0.0 0.0 24.5 0.01 17.1 61.5 25.8 81.3 62.1 69.1 96.2 21.2

四国⇒中国 60.4 26.9 53.1 48.3 39.1 5.9 0.8 0.0 17.2 6.0 0.0 12.2

中国九州間
連系線

中国⇒九州 24.3 34.4 96.0 100.8 246.9 116.7 141.1 174.5 132.7 124.3 266.4 51.9

九州⇒中国 7.3 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

●2018年４月～2019年3月（平日 9時～20時）における地域間連系線の最小空容量 ［単位：万kW］

※広域機関「系統情報サービス」のデータ
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76まとめ
～電源Ⅰ必要量の考え方に関する課題について～

 一般送配電事業者が、調整力をより効率的に調達・運用するための需給調整市場については、２０２１年度の
開設に向けて検討が進められているところであり、開設以降、段階的に広域化が進められる予定である。

 今回、公募調達する調整力が活用される２０２０年度は、需給調整市場開設前であり、一般送配電事業者は
調整力公募により、調整力をこれまでと同様にエリア内で確保する必要があると考えるが、どうか。

 設備を維持するためのkW価値を電源Ⅰで負担していることを踏まえ、容量市場による容量確保が開始されるま
では、一般送配電事業者が少なくとも「必要供給予備力の量」（＝偶発的需給変動対応の必要供給予備力
の量）を、エリア内で電源Ⅰとして確保する必要があるのではないか。

 容量市場においては、EUEを用いた全国での供給信頼度基準の評価に基づいて、広域機関が全国で必要な供
給力を一括して確保していくことになるものの、それまでは供給力の確保主体が発電・小売電気事業者と一般送配
電事業者に分かれており、当面※は一般送配電事業者が偶発的需給変動対応の必要供給予備力として各エリ
アのH3需要の7％を電源Ⅰとして確保する必要があるのではないか。

※容量市場開設前であっても、供給信頼度基準評価の検討状況にあわせて見直しを検討する

 なお、電源Ⅰの必要量は必要供給予備力の量を基準とし、実需給断面で必要となる上げ調整力のうち電源Ⅰと
して確保する量の方が必要供給予備力の量より大きい場合は、その量を電源Ⅰで確保する必要があるのではない
か。具体的な数値としては次回以降にお示しする。



77まとめ
～電源Ⅰ´必要量の考え方に関する課題について～

 容量市場開設前においても、必要とする供給力の考え方は基本的に同じであることから、以下の点を考慮するよう、
電源Ⅰ´必要量の考え方の見直しを検討していくことでどうか。

 エリア間の最大需要発生の不等時性（不等時性による需要減少率を考慮）

 供給力評価時における火力発電の計画外停止率

 夏季と冬季の計画停止の差

 夏季と冬季の再エネ（太陽光発電、風力発電、一般水力）およびガスタービン発電設備の供給力の差

 ２０２０年度に行われる容量市場の初回オークションにおいては、最新の気象条件に基づき必要供給力を設定
することとしているものの、メインオークションは２０２０年７月に開催し、その需要曲線の設定を２０２０年４月
～５月に行うスケジュールであることから、それまでの間は、電源Ⅰ´必要量検討にあたっては、これまでどおり最新
の厳気象条件を反映した厳気象H1需要を用いることとしてはどうか。

 今回の電源Ⅰ´必要量の算定以降に厳気象更新があり、厳気象H1需要を用いて計算される電源Ⅰ´必要量が
増加する場合の次年度以降の公募量への反映方法については、電力需給検証等の方法も含め、引き続き検討
していくこととしてはどうか。

 電源Ⅰ´必要量は稀頻度リスク分としてH3需要の1％を織り込んで算定することとする。

 電源Ⅰ´のエリア外からの募集および運用方法に関する一般送配電事業者と広域機関による検討状況を踏まえ、
2020年度向け調整力公募に向けて、電源Ⅰ´のエリア外調達に関して検討を進めていくこととしてはどうか。

 なお、電源Ⅰ´はアデカシーの観点から確保するものであり、エリア外調達した場合には地域間連系線の容量確保
は必須となる。そのため、電源Ⅰ´のエリア外調達に伴う地域間連系線容量確保について、卸電力市場との関係の
中で、対象とする連系線やその容量の考え方については、国でも議論いただきたい。



78（参考）まとめ
～２０２０年度向け調整力公募に向けた課題一覧～

調整力公募 2019年度向け 2020年度向け 主な検討課題

電源Ⅰ
7%調達（必要供給予備
力の観点）

7%調達（必要供給予備
力の観点）

残余需要実績から調整力としての必要量
確認

電源Ⅰ´

計画外停止率考慮せず 計画外停止率考慮 火力の計画外停止率2.6%を採用

不等時性考慮せず 不等時性考慮
不等時性の需要減少率の考え方について
整理

年間H1×103% 夏季・冬季H1×103%
夏冬の供給力差の確認（具体的には下
記のとおり）

夏冬の供給力差考慮せず

夏冬の計画停止の差
計画停止の見込み量の考え方について整
理

夏冬の再エネ供給力差 具体的な数値確認

夏冬のガスタービン供給力差 具体的な数値確認

稀頻度リスク考慮せず
稀頻度リスク分考慮
（H3×1%）

具体的な数値確認

エリア外調達なし
エリア外調達を実施する方向
で検討

電源Ⅰ´のエリア外調達に伴う連系線容
量確保の考え方について、国でも議論


